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連結子会社の状況に関する説明会開催報告 

並びに社内調査委員会の設置及び同社による自己株式取得に対する無効主張 

に関するお知らせ 

 

  

 当社は、既に2022年８月30日付「連結子会社の取締役会決議及び臨時株主総会決議に関する通

知の受領並びに反対意見表明に関するお知らせ」にて開示したとおり、2022年８月29日に当社の

孫会社である株式会社アップライツ（以下「アップライツ」といいます。）より、2022年８月28

日に開催した臨時株主総会において、当社の子会社であるOK FUND L.P.が保有するアップライツ

株式の全部について、自己株式取得を行うこと（以下「本自己株式取得」といいます。）を決議

し、同日実行した旨の通知を受理しましたが、本自己株式取得については法的な不備があり無効

であると考えており、当社としては、2022年８月26日付で反対の意を表明し当該取引の中止を求

める警告書をアップライツに送付しております。 

これに対し、2022年８月29日に、アップライツは代理人弁護士を通じて、同社が取引先に向け

て、当社との資本関係及び業務上の一切の取引関係を解消した旨を記載した2022年８月28日付

「株式会社オウケイウェイヴとの資本関係解消のご報告」と題する書面を開示した旨を当社に連

絡してきており、本自己株式取得が有効であることを前提とした行動を継続しております。それ

に伴い、当社は、2022年８月31日に改めてアップライツに対し、本自己株式取得が無効である旨

を述べた要旨下記①記載の通知書を送付しております。さらに、同日に、当社は、株主向けにオ

ンライン説明会を開催しており、その中で、当社代表取締役杉浦元より、本自己株式取得の件に

つき、大要、下記②の内容を説明しておりますので、併せてお知らせいたします。 

本件の詳細な事実関係及び本件が当社の連結業績に与える影響については、現在精査中であ

り、適時開示が必要になった場合には速やかにお知らせいたしますが、当社としては引き続き、

本自己株式取得に関しては法的な不備があり無効であると考えておりますこと、改めて表明いた

します。 

 

記 

① 通知書（貴社自己株式取得の無効の件）について 

本自己株式取得について、当社として、その承諾を行った事実及び当社取締役会にて決議され

た事実もなく、議論すらも一切なされてはおりません。また、OK FUND L.P.における株式等の投

資勘定の取得・処分については、OK FUND L.P.の過半数を超えるリミテッド・パートナーである

当社の承認が必要不可欠となります。 

加えて、アップライツの財政状態及び経営成績を確認する限り、減資による資本剰余金の増加

を考慮しても、額面７億円を超える長期預け金債権の全額を対価としてアップライツが自己株式



   

の取得を行うことは、会社法 461 条１項が禁止する分配可能額を超えた自己株式の有償取得に該

当するものと考えます。 

以上、当社としましては、本自己株式取得は無効であり、依然としてアップライツは当社の子

会社に該当するものと考えますので、当社又は OK FUND L.P.として、同社に対し引き続き株主権

を行使いたします。 

 

② 2022 年８月 31 日開催の説明会について 

 当社代表取締役杉浦元より代表取締役就任のあいさつ及び就任後から説明会当日までの業務の

紹介を行うとともに、2022 年８月 30 日付「連結子会社の取締役会決議及び臨時株主総会決議に

関する通知の受領並びに反対意見表明に関するお知らせ」の開示内容（本自己株式取得）につい

て、アップライツから受領した資料を交えて経過を説明いたしました。加えてアップライツから

は、当社並びに OK FUND L.P.の指示により海外２社との契約締結及び海外預け金（当社「2022 年

６月期 決算短信」で開示しております連結貸借対照表の「長期預け金」）を行ったとの連絡を受

けていますが、現時点で当社がそのような指示を行ったという事実は確認されていないことを説

明いたしました。 

 

③ 社内調査委員会設置について 

当社ではアップライツによる本自己株式を取得について重く受け止めており、会計監査人、当

社監査役、弁護士、当社代表取締役及び当社管理部門社員から構成される社内調査委員会の設置

を行いました。特にアップライツが主張する海外預け金や各種契約の指示について等、事実確認

と真相究明を行っております。本件につきましては、新たな事実が判明次第速やかに開示をいた

します。 

 

以 上 
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